
ジェネリック医薬品(後発医薬品)の取扱いについて 
 
当薬局ではジェネリック医薬品(後発医薬品)の取扱いを推進しています。 
 
■ジェネリック医薬品とは 
新薬(先発医薬品)と同じ有効成分を使っており、品質、効き目、安全性が同等なおくすりです。新薬の開
発には長い年月と、数百億円といわれる費用が掛かります。そのため開発した製薬企業には特許出願に
よりその期間、そのおくすりを独占的に製造・販売する権利が与えられます。しかし、特許期間を過ぎる
と、その権利は国民の共有財産となるため、ほかの製薬会社から同じ有効成分を使ったおくすりが製造・
販売できるようになります。それがジェネリック医薬品です。新薬に比べ開発費・期間が少ないため、新
薬より低価格でご提供できます。 
 
 
ジェネリック医薬品(後発医薬品)のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について 
 
2024年 10月より、ジェネリック医薬品があるおくすりに対して先発医薬品(長期収載品※)の使用を希
望した場合、そのおくすりの差額の 4分の１を患者様にご負担いただく「選定療養」※が始まりました。 
 
※長期収載品とはジェネリック医薬品のもととなった新薬(先発医薬品)のこと 
 患者さまにご負担いただく費用を「特別な料金」と呼びます 
 
国民医療費は年々増加傾向にあり、医療費の抑制は大きな課題です。国は先発医薬品から低価格なジェ
ネリック医薬品への置き換えを進めています。「特別な料金」を患者さまにご負担いただくことで医療費
増加を抑制し、持続可能な社会保障制度の構築を目指します。本制度は公費負担医療やこども医療費助
成などを受けている方も対象です。 
 
対象となる医薬品は毎年変更になります。該当されるおくすりが処方された際は薬剤師よりご説明をさ
せていただきます。 
 



後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、
先発医薬品の処方を希望される場合は、
特別の料金をお支払いいただきます。

この機会に、後発医薬品の積極的な利用を
お願いいたします。

• 後発医薬品は、先発医薬品と有効成分が同じで、同じように使っていただけるお薬
です。

• 先発医薬品と後発医薬品の薬価の差額の４分の１相当を、特別の料金として、
医療保険の患者負担と合わせてお支払いいただきます。

• 先発医薬品を処方・調剤する医療上の必要があると認められる場合等は、特別の
料金は要りません。
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※ＱRコードから厚生労働省ＨＰの関連ページにアクセスできます。

将来にわたり国民皆保険を守るため
皆さまのご理解とご協力をお願いいたします



先発医薬品と後発医薬品の価格差の４分の１相当を特別の料金としてお支払いいただきます。
例えば、先発医薬品の価格が1錠100円、後発医薬品の価格が1錠60円の場合、
差額40円の4分の1である10円を、通常の1～3割の患者負担とは別にお支払いいただきます。

Q1. すべての先発医薬品が「特別の料金」を支払う対象となりますか。
A. いわゆる長期収載品（ちょうきしゅうさいひん）と呼ばれる、同じ成分の後発医薬品がある先発医薬品
が対象となります。

Q2. なぜ「特別の料金」を支払わなくてはいけないのですか。
A. みなさまの保険料や税金でまかなわれる医療保険の負担を公平にし、将来にわたり国民皆保険を守っ
ていくため、国は、価格の安い後発医薬品への置き換えを進めています。そのため、医療上の必要性が
ある場合等を除き、より価格の高い一部の先発医薬品を希望される場合には、「特別の料金」として、
ご負担をお願いすることとなりました。これにより、医療機関・薬局の収入が増えるわけではなく、保険給
付が減少することにより医療保険財政が改善されますので、ご理解とご協力をお願いします。

Q3. どのような場合に「特別の料金」を支払うことになりますか。
A. 例えば、“使用感”や“味”など、お薬の有効性に関係のない理由で先発医薬品を希望する場合に「特
別の料金」をご負担いただきます。過去に当該後発医薬品において副作用が出たことがある場合等は、
医師、歯科医師、薬剤師等にご相談ください。

Q4. 流通の問題などにより、医療機関や薬局に後発医薬品の在庫がない場合には「特別の料金」が発
生しますか。

A. 流通の問題などにより、医療機関や薬局に後発医薬品の在庫がない場合には、「特別の料金」を支払
う必要はありません。

Q＆A

※「特別の料金」は課税対象であるため、消費税分を加えてお支払いいただきます。
※端数処理の関係などで特別の料金が4分の1ちょうどにならない場合もあります。詳しくは厚生労働省HPをご覧ください。
※後発医薬品がいくつか存在する場合は、薬価が一番高い後発医薬品との価格差で計算します。
※薬剤料以外の費用（診療・調剤の費用）はこれまでと変わりません。
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